
秋田大学におけるコンプライアンス教育・研究倫理教育の概要 

コンプライアンス教育受講対象者（誓約書提出者） 
・競争的資金等公的研究費に関して，当該研究費により，研究を行う者，発注を行う者又は業者への発注内容の伝達を行う者，納品確認
を行う者，その他会計，経理，調達事務等に関わる者 

APRIN eラーニングプログラム (eAPRIN／イーエイプリン) （旧CITI-Japan） 
※同プログラムは一般財団法人公正研究推進協会（APRIN/エイプリン）が運営し，eラーニングによる研究者行動規範教育を機関向けに
有償で提供しているサービス 

受講コース 

①研究者・大学院生向けコース（基本）        【  ７単元】 
②研究者・大学院生向けコース（生命医科学） 【 １５単元】 
③事務職員等向けコース                 【  ２単元】  ※本コースは，コンプライアンス教育として準備 

受講プログラム 

修了証取得方法 

・必須受講単元を学習し（1単元につき、20分から30分程度の受講時間。）各教材の末尾にあるクイズ（5分程度の簡単なもの）に80％を正
解すると修了となり，修了証が発行される 

目的 

・競争的資金等の運営・管理を適切に行うこと及び実効性のある研究倫理教育を実施することにより研究者倫理の向上並びに不正行為を
事前に防止するため，コンプライアンス教育・研究倫理教育を実施する。 
 ※医学系研究実施者等の研究倫理教育計画については，以下に加えて別に定めるところによる。 

・学生の研究者倫理に関する規範意識を徹底していくため，大学院生を対象として「秋田大学におけるコンプライアンス教育・研究倫理教育
計画」に準じた研究倫理教育を実施する。 

研究倫理教育受講対象者 

・本学において研究活動に従事している者等（①教授，准教授，講師，助教，寄附講座等教員，特任教員 ②上記①以外で競争的資金等
をすでに獲得している者またはこれから獲得しようとする者（博士研究員，技術系職員，医療系職員，医員，教諭，名誉教授等） ③上記
①，②以外で，他の研究者の研究（学内外問わず）に携わる者（技術系スタッフ，教育系スタッフ，他大学の研究者の研究分担者等） ④
上記①から③以外で学長が研究倫理教育を必要と判断する者）：以上は誓約書提出者 
※競争的資金等とは，国立大学法人秋田大学における競争的資金等の取扱いに関する規程第３条第１項に規定するもの 
・本学大学院に在籍する大学院生（休学者を除く。） 注）休学者は復学後対象者とする。 


